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附則 

私たちのまち出水市は、紫尾や矢筈の山々を背にし、不知火海に面した豊かな

平野に万羽のツルが越冬する自然豊かな地域であり、平成１８年３月１３日、旧

出水市、旧高尾野町及び旧野田町の１市２町が合併して誕生しました。 

私たちは、この豊かな自然環境、薩摩藩主島津家発祥の地としての由緒ある歴

史、人々の営みによってはぐくまれた伝統及び文化を守り育て後世に伝えるとと

もに、個人の基本的人権が尊重され、すべての人が安心して生活できる人と自然

が融和したにぎわいある元気都市を実現するために、努力を重ねていかなければ

なりません。 

そのためには、市民、市議会及び市の三者間で自治の推進に関する共通の考え

方や仕組みを定めることが必要です。 



よってここに、出水市の自治の理念及び原則を明らかにする最高規範性を持つ

この条例を定めます。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、出水市の主権者たる市民の権利と責務並びに市議会及び市

の役割と責務を明確にするとともに、この三者間の情報共有及び参画と協働の

仕組みなど市政運営の基本的な事項を定めることにより、自治を推進し、もっ

て豊かな生活を実感できる出水市の実現を目的とします。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語の定義は、次のとおりとします。 

(1) 市民 次のいずれかに該当するものをいいます。 

ア 市内に居住する者 

イ 市内に通勤又は通学する者 

ウ 市内で活動を行う法人又は団体 

(2) 住民 出水市に住所を有する者をいいます。 

(3) 市 市長（地方公営企業の管理者の権限を行う場合を含む。）、教育委員

会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審

査委員会及び地方公営企業管理者をいいます。 

(4) 参画 市民が市の仕事において、計画、実施、評価及び改善のそれぞれの

過程で主体的に参加することをいいます。 

(5) 協働 市民、市議会及び市のそれぞれが対等な立場で役割と責任を担い、

尊重し合って、協力し、及び補完することをいいます。 

（最高規範性） 

第３条 この条例は、出水市の自治の理念及び原則を明らかにする最高規範性を

持つ条例であり、市民、市議会及び市は、この条例の趣旨を最大限尊重し、自

治の推進に努めます。 

２ 市議会及び市は、他の条例、規則、規程等の制定改廃、解釈、運用等及び自

治の推進に関する計画等の策定又は変更に当たっては、この条例の趣旨に基づ

き不断に整合を図るよう努めます。 



第２章 基本原則 

（情報の共有） 

第４条 市民、市議会及び市は、自治の推進に必要な情報を共有することを原則

とします。 

（情報を受ける権利と請求する権利） 

第５条 市民は、市議会及び市の仕事について必要な情報の提供を受け、また、

自ら請求する権利を有します。 

（説明責任） 

第６条 市議会及び市は、市の仕事の計画、実施、評価及び改善のそれぞれの過

程で、その経過、内容、効果及び手続を市民に分かりやすく説明する責務を有

します。 

（参画の原則） 

第７条 市は、市民参画を基本として市政運営を行うことを原則とします。 

（協働の原則） 

第８条 市民、市議会及び市は、出水市の自治を推進するために協働することを

原則とします。 

（財政運営の原則） 

第９条 市長は、健全で自立した市政運営を行うために財源を確保し、当該財源

の効率的な使途を決定する財政運営を行うことを原則とします。 

（法令の自主解釈） 

第１０条 市議会及び市は、この条例の趣旨に基づき法令を適正に解釈し、及び

運用することを原則とします。 

（条例制定権の活用） 

第１１条 市議会議員及び市長は、出水市の自治を推進するために、条例制定権

を活用することを原則とします。 

第３章 市民 

第１節 市民 

（市民の権利） 

第１２条 一人一人の市民は、法の下において平等であり、個人として尊重され、



安全で安心な生活を営む権利を有します。 

２ 市民は、市の重要な仕事の計画、実施、評価及び改善のそれぞれの過程で参

画する権利を有します。 

３ 市民は、市の提供する行政サービスを受ける権利を有します。 

（市民の責務） 

第１３条 市民は、自治の主体であることを自覚し、互いに尊重しながら積極的

に参画及び協働するよう努めます。 

２ 市民は、市民の権利の行使に当たっては、自らの発言と行動に責任を持つと

ともに、権利を濫用することのないよう努めます。 

３ 市民は、前条第３項に規定する行政サービスを受けるに当たっては、応分の

負担をします。 

第２節 地域コミュニティ 

（地域コミュニティ） 

第１４条 市民は、市民自治の担い手として自主的及び自立的な活動を行う地域

コミュニティの重要な役割を認識し、これを守り育てます。 

２ 住民は、自治会活動の理念と重要性を認識し、自主的な意思によって、積極

的にその活動に参加するよう努めます。 

３ 市議会及び市は、第１項に規定する地域コミュニティの自主性及び自立性を

尊重します。 

４ 市は、第１項に規定する地域コミュニティの活動を支援することができます。 

（平２６条例２５・一部改正） 

第３節 子ども 

（子どもの健全育成） 

第１５条 子どもたちは、将来の出水市の自治を担う宝であり、市民、市議会及

び市は、関係機関と連携して子どもたちの安全の確保と教育の充実を図り、子

どもたちの健全育成に努めます。 

（子どもの権利） 

第１６条 子どもたちは、それぞれの年齢にふさわしい範囲で自治の推進に参加

するよう努めるとともに、出水市の自治の推進に関し、自らの意見を表明する



権利を有します。 

第４章 市議会 

（市議会の役割と責務） 

第１７条 市議会は、住民の代表機関として、出水市の意思決定、市政運営の監

視、政策の提言、条例の制定その他の権限を積極的に行使するとともに将来の

あるべき自治の実現に努めます。 

２ 市議会は、広く市民の意見を聴き、その意見を市議会の運営及び権限の行使

に反映させます。 

（平２６条例２５・一部改正） 

（市議会議員の役割と責務） 

第１８条 市議会議員は、住民の負託を受けて選出された責任を認識し、政策立

案能力その他の必要な能力の向上に努めます。 

２ 市議会議員は、関係法令、市議会議員としての倫理等を遵守するとともに、

自らの議員活動及び市政運営に関する考えを市民に説明することにより、市民

との信頼関係の確保に努めます。 

（市議会情報の公開と個人情報の保護） 

第１９条 市議会は、市議会の保有する情報を積極的に公開するとともに、会議、

委員会等の原則的な公開その他積極的な情報提供の手段を用いて、開かれた議

会運営を行うよう努めます。 

２ 市議会は、市民の情報開示請求に対し、関係条例に定める手続に従って対応

します。 

３ 市議会は、その保有する個人情報を保護します。 

４ 市議会は、個人情報の保護のために、前項に規定する個人情報を取り扱う者

に対し、必要な措置を講じます。 

５ 前３項に規定する情報開示請求及び個人情報の保護に関し、必要な事項は、

別に定めます。 

第５章 市 

（市の役割と責務） 

第２０条 市は、互いに協力し、及び連携し、その権限と責務において多様化す



る市政の課題解決に公正かつ誠実に取り組むよう努めます。 

（市長の役割と責務） 

第２１条 市長は、出水市の代表として、統率力及び指導力を発揮し、住民の負

託にこたえ、多様化する市政の課題解決に努めます。 

２ 市長は、この条例を遵守し、かつ、その権限と責任において、将来の出水市

を展望した自治を積極的に推進します。 

３ 市長は、効率的な市政運営に努めます。 

４ 市長は、多様化する地域の課題等を解決するために、必要に応じて組織の見

直しを行い、市民に分かりやすい効率的な組織再編に努めます。 

５ 市長は、市職員を適切に指揮監督し、市職員の市政の課題解決に対応する知

識及び能力の向上を図ります。 

（市職員の役割と責務） 

第２２条 市職員は、住民の福祉増進のために職務を遂行していることを認識し、

法令等を遵守し、市民の目線で市政の課題に適切に取り組むとともに、その解

決に必要な専門的知識の習得や実施能力等の向上に努めます。 

第６章 行政運営 

（行政情報の公開と個人情報の保護） 

第２３条 市は、原則として市の重要な仕事に関する情報を積極的に公開し、市

民に分かりやすく説明します。 

２ 市は、市民の情報開示請求に対し、関係条例に定める手続に従って対応しま

す。 

３ 市は、その保有する個人情報を保護します。 

４ 市は、個人情報の保護のために、前項に規定する個人情報を取り扱う者に対

し、必要な措置を講じます。 

５ 前３項に規定する情報開示請求及び個人情報の保護に関し、必要な事項は、

別に定めます。 

（市民参画の推進） 

第２４条 市は、市の重要な仕事の計画、実施、評価及び改善のそれぞれの過程

において、事案の性質や影響を考慮しつつ、積極的に市民参画を推進します。 



（平２６条例２５・一部改正） 

（手続の適正化） 

第２５条 市は、市民の権利利益を保護するために、市への申請に対する処分、

行政指導、届出等に関する手続において、基準を明らかにすることにより手続

の適正化を図り、行政運営における公正の確保と透明性の向上に努めます。 

２ 前項に規定する手続の適正化に関し、必要な事項は、別に定めます。 

（意見、要望等の処置） 

第２６条 市は、市の仕事に関する市民からの意見、要望、苦情等を適正に処置

する体制の整備に努めます。 

２ 市は、市の仕事に関する市民からの意見、要望、苦情等に対し、迅速かつ誠

実に対応し、その結果を当該市民に回答するとともに必要に応じて公表します。 

（総合計画基本構想） 

第２７条 市は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、市議会の議決を経て

総合計画基本構想を定め、その策定に当たっては、この条例の趣旨を尊重して

行います。 

２ 市は、総合計画基本構想に即して市の仕事を実施するよう努めます。 

（平２６条例２５・一部改正） 

（行政評価） 

第２８条 市は、効率的な行政運営を推進するために、市の重要な仕事について

行政評価を実施し、その結果を分かりやすく公表します。 

（平２６条例２５・一部改正） 

（財政計画、財政状況等の公表） 

第２９条 市長は、総合計画基本構想に基づいた財政計画を定め、財源を効率的

に活用し、財政の健全性を確保するよう努めます。 

２ 市長は、財政状況及び財産の保有状況を多彩な情報手段を用いて、市民に分

かりやすく公表します。 

３ 前項に規定する財政状況等の公表に関し、必要な事項は、別に定めます。 

（平２６条例２５・一部改正） 

（危機管理体制の充実） 



第３０条 市は、市民の生命、財産及び暮らしの安全を確保するとともに、緊急

時に、総合的かつ機能的な活動が図れるよう危機管理体制の充実に努めます。 

２ 市は、市民及び関係機関との協力及び連携を図り、災害等の発生に備えます。 

３ 市は、市民が不断に災害等の発生に備え、また、発生時においては互いに助

け合い、可能な範囲で避難及び復旧活動に参加できる環境の整備に努めます。 

（関与団体等への指導） 

第３１条 市は、市が出資又は補助を行う団体や公の施設の指定管理者等に対し、

その目的が達成されるよう必要に応じて意見や助言など、適切な指導を行いま

す。 

（附属機関） 

第３２条 市は、附属機関において、事案の性質や影響を考慮しつつ、積極的な

公募委員の選出に努めます。 

２ 市は、附属機関の委員が当該附属機関の設置の目的に即した自由かっ達な発

言ができるよう配慮するとともに、附属機関の意見を市政運営に反映するよう

努めます。 

３ 第１項に規定する公募委員の選出に関し、必要な事項は、別に定めます。 

（平３０条例１１・一部改正） 

第７章 住民投票 

（住民投票） 

第３３条 市議会議員及び市長の選挙権を有する住民は、その総数の５０分の１

以上の連署をもって、その代表者から市長に対し住民投票を規定した条例制定

の請求をすることができます。 

２ 市議会議員は、当該議員の定数の１２分の１以上の者の賛成を得て、住民投

票を規定した条例を市議会に提出することで、住民投票を発議することができ

ます。 

３ 市長は、市政運営に係る重大な事案について、広く住民の意見を確認するた

め、住民投票を発議することができます。 

４ 住民投票の実施に関し、必要な事項は、それぞれの事案ごとに別に条例で定

めます。 



５ 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重します。 

第８章 自治基本条例推進会議 

（自治基本条例推進会議） 

第３４条 市長は、この条例の運用状況を把握し、その充実を図るため、別に定

めるところにより出水市自治基本条例推進会議を置きます。 

２ 市長は、推進会議の意見を尊重します。 

（平３０条例１１・一部改正） 

第９章 その他 

（国、県その他の機関との連携） 

第３５条 出水市は、国、県、近隣自治体その他の機関と、対等の立場で連携し、

及び協力しながら市政課題の解決に努めます。 

（条例の見直し） 

第３６条 市長は、この条例の施行後４年を超えない期間ごとに、この条例が第

１条に規定する目的の達成に即したものかどうか検討し、必要に応じて改正等

適切な見直しを行います。 

２ 前項の見直しに当たっては、推進会議の意見を踏まえて行います。 

（委任） 

第３７条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、

別に定めます。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行します。 

（推進会議の設置期限） 

２ 推進会議は、この条例の施行の日から、１年を超えない範囲内において設置

します。 

（出水市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正） 

３ 出水市報酬及び費用弁償等に関する条例（平成１８年出水市条例第３７号）

の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 



附 則（平成２６年９月１日条例第２５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２３日条例第１１号）抄 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 


